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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（Ａ）数平均分子量が９００～１０，０００の重合性不飽和基を有する樹脂と、
　（Ｂ）重合性不飽和基を有する単量体と、
　（Ｃ）光重合開始剤と、
　（Ｅ）平均粒子径が２μｍ以上１０μｍ以下であり、シリコーンレジンパウダー、シリ
コーンゴムパウダー、シリコーンゴムパウダーの表面をシリコーンレジンで被覆した複合
パウダー、アルミナ、ジルコニア、セラミック微粉、タルク、マイカ、窒化ホウ素、カオ
リン、及び硫酸バリウムからなる群より選ばれる少なくとも１種のフィラーと、
　（Ｆ）ロイコ化合物と、を含有し、
　（Ｃ）成分の含有量が、（Ａ）成分と（Ｂ）成分の総計１００質量部に対して、１～１
０質量部であり、
　光硬化性遮光塗料又は光漏洩防止材に用いられる、光硬化性樹脂組成物。
【請求項２】
　（Ｂ）成分の含有量が、（Ａ）成分５０質量部に対して、１～５０質量部である、請求
項１に記載の光硬化性樹脂組成物。
【請求項３】
　さらに、（Ｄ）チオール化合物を上記（Ａ）成分と（Ｂ）成分の総計１００質量部に対
して、５～２０質量部を含有する請求項１又は２に記載の光硬化性樹脂組成物。
【請求項４】
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　（Ｅ）成分の含有量が、（Ａ）成分と（Ｂ）成分の総計１００質量部に対して、１～５
０質量部である、請求項１～３のいずれか一項に記載の光硬化性樹脂組成物。
【請求項５】
　請求項３又は４に記載の光硬化性樹脂組成物を含む光硬化性遮光塗料。
【請求項６】
　請求項３又は４に記載の光硬化性樹脂組成物を含む光漏洩防止材。
【請求項７】
　請求項５に記載の光硬化性遮光塗料をパネル外周に塗布し、遮光した液晶表示パネル。
【請求項８】
　請求項７に記載された液晶表示パネルを用いた液晶表示装置。
【請求項９】
　請求項１～４のいずれか一項に記載の光硬化性樹脂組成物、請求項５に記載の光硬化性
遮光塗料及び請求項６に記載の光漏洩防止材のいずれかにＬＥＤ光源に基づく３６５ｎｍ
の波長を主に含む紫外線を照射することを特徴とする光硬化方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光硬化性樹脂組成物並びにそれを用いた光硬化性遮光塗料、光漏洩防止材、
液晶表示パネル及び液晶表示装置、並びに光硬化方法に関する。さらに詳しくは、ＬＥＤ
光源に基づく光照射による硬化に適した光硬化性樹脂組成物、それを用いた光硬化性遮光
塗料及び光漏洩防止材に関し、これらを用いた液晶表示パネル及び液晶表示装置、並びに
光硬化方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　光硬化性樹脂組成物は、種々の分野で使用されている。該組成物効果には、当然に光の
照射が必要であるが、最近、省エネの一環として、その光源の省力化が要望されている。
そこで、注目されているのが、ＬＥＤ光源であり、特に、ＬＥＤによる紫外線波長３６５
ｎｍの光の照射が注目されており、それに適した光硬化性樹脂組成物の提供が急務である
。
【０００３】
　例えば、光硬化性樹脂組成物の応用として、特許文献１に記載されるような、耐湿性や
ヒートサイクル性を要求される分野での保護コーティングとしての使用があり、液晶ディ
スプレイ又はそのモジュールへの利用が図られている。
【０００４】
　また、液晶表示装置は、液晶表示パネルと該液晶表示パネルを裏面から照明するバック
ライトで構成されている。そして、これらを筐体内に組み込む際には、バックライトの照
明光が、液晶表示パネルの画像表示領域のみから透過し、例えば、液晶表示パネルと筐体
との隙間などから漏出するのを抑制することが必要である。しかも、液晶表示装置におい
ては、液晶表示装置の画面枠に対する狭額縁の要求があるため、額縁部分における筐体と
液晶表示パネルとの隙間からの光漏れが発生し易くなる。
【０００５】
　そこで、光漏れ対策としては、特許文献２のように、遮光性両面接着シートをバックラ
イトと液晶表示パネルとの間の周辺部に配置する方法、特許文献３のように、光反射防止
膜または光反射防止テープやスプレーなどで吹き付ける黒色の塗料などの光漏洩防止材（
遮光材料）をバックライトを収納するためのケースと液晶表示パネルとの間に配置する方
法等が提案されている。
【０００６】
　しかしながら、これらの方法では遮光シートの幅が狭くなると配置する作業が煩雑にな
り、寸法精度や作業に時間がかかるという問題が生じ、また、遮光性塗料を塗布する方法
の場合、溶剤乾燥型や加熱硬化型は、塗料を完全に乾燥硬化させる為に、高温度処理、ま
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た長時間処理が必要である。一方、短時間処理、例えば数秒～数分での硬化が可能な光硬
化性遮光塗料が開発されているが、遮光に必要な膜厚（例えば、数百μｍ程度）を硬化さ
せる光硬化性遮光材料は得られていない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】国際公開ＷＯ２０１２／０９０２９８公報
【特許文献２】特開２００２－９８９４５号公報
【特許文献３】特開２００６－１５４８７０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、第一に、ＬＥＤ光源による硬化、特に、ＬＥＤによる紫外線波長３６５ｎｍ
の光の照射による硬化に適した光硬化性樹脂組成物を提供するものであり、第二に、遮光
に有用な光硬化性樹脂組成物、光硬化性遮光塗料及び光漏洩防止剤を提供するものであり
、さらに、これらを利用した液晶パネル及び液晶表示装置、並びに光硬化方法を提供する
ものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、次のものに関する。
１．　（Ａ）数平均分子量が９００～１０，０００の重合性不飽和基を有する樹脂、（Ｂ
）重合性不飽和基を有する単量体および（Ｃ）光重合開始剤を（Ａ）と（Ｂ）の総計１０
０質量部に対して、１～１０質量部を含有してなる光硬化性樹脂組成物。
２．　（Ｂ）成分が、（Ａ）成分５０質量部に対して、１～５０質量部を含有する項１に
記載の光硬化性樹脂組成物。
３．　さらに、（Ｄ）チオール化合物を上記（Ａ）と（Ｂ）の総計１００質量部に対して
５～２０質量部を含有する項１又は２のいずれかに記載の光硬化性樹脂組成物。
４．　さらに、（Ｅ）平均粒子径が１０μｍ以下で遮光性を有するフィラーを、（Ａ）成
分と（Ｂ）成分の総計１００質量部に対して、１～５０質量部含有する項１～３のいずれ
かに記載の光硬化性樹脂組成物。
５．　さらに、（Ｆ）ロイコ化合物を、（Ａ）成分と（Ｂ）成分の総計１００質量部に対
して、０．１～３．０質量部含む項１～４のいずれかに記載の光硬化性樹脂組成物。
６．　項４又は５のいずれかに記載の光硬化性樹脂組成物を含む光硬化性遮光塗料。
７．　項４又は５のいずれかに記載の光硬化性樹脂組成物を含む光漏洩防止材。
８．　項６に記載の光硬化性遮光塗料又は項７に記載の光漏洩防止材をパネル外周に塗布
し、遮光した液晶表示パネル。
９．　項８に記載された液晶表示パネルを用いた液晶表示装置。
１０．項１～５に記載の光硬化性樹脂組成物、項６記載の光硬化性遮光塗料及び項７記載
の光漏洩防止材のいずれかにＬＥＤ光源に基づく３６５ｎｍ付近の波長を主に含む紫外線
を照射することを特徴とする光硬化方法。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明に係る光硬化性樹脂組成物は、ＬＥＤ光源による硬化、特に、ＬＥＤによる紫外
線波長３６５ｎｍの光の照射による硬化に適しており、優れた硬化性を示す。特に、（Ｄ
）成分〔チオール化合物〕を含むことにより、表面硬化性に優れ、さらに、（Ｅ）成分〔
遮光のためのフィラー〕を含むことにより、ＬＥＤ光源により短時間処理で遮光に必要な
膜厚を硬化させることが可能である。また、（Ｆ）成分〔ロイコ化合物〕を含むことによ
り、紫外線を照射することによって色が変化することで、硬化したことを確認できる光硬
化性樹脂組成物とすることができる。このような樹脂組成物を遮光塗料又は光漏洩防止剤
として液晶パネル側面部へ塗布することで光漏れを抑制した液晶表示装置を提供すること
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ができる。また、本発明の光硬化方法によれば、ＬＥＤ光源を用いて、効果的に光硬化さ
せるこができる。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下に本発明をその好適な実施形態に即して詳細に説明する。
　（Ａ）成分である数平均分子量が９００～１０，０００の重合性不飽和基を有する樹脂
の具体例としては、例えば、ウレタン結合を有する（メタ）アクリレート化合物等のウレ
タンオリゴマーが例示可能である。これらは１種を単独で又は２種以上を組み合わせて用
いることができる。
【００１２】
　ウレタンオリゴマーとしては、例えば、β位にＯＨ基を有する（メタ）アクリルモノマ
ーとイソホロンジイソシアネート、２，６－トルエンジイソシアネート、２，４－トルエ
ンジイソシアネート、１，６－ヘキサメチレンジイソシアネート等のジイソシアネート化
合物との付加反応物、トリス（（メタ）アクリロキシテトラエチレングリコールイソシア
ネート）ヘキサメチレンイソシアヌレート、ＥＯ変性ウレタンジ（メタ）アクリレート、
ＥＯ又はＰＯ変性ウレタンジ（メタ）アクリレート、カルボキシル基含有ウレタン（メタ
）アクリレート等が挙げられる。これらは１種を単独で又は２種以上を組み合わせて用い
ることができる。
【００１３】
　本発明に用いられる（Ｂ）成分である重合性不飽和基を有する単量体としては、スチレ
ン、ビニルトルエン、α－メチルスチレン、ｐ－ターシャリーブチルスチレン、クロルス
チレン、ジビニルベンゼン、ジアリルフタレート、２－ヒドロオキシエチルメタクリレー
ト、２－ヒドロオキシプロピルメタクリレート、メチルメタクリレート、エチルメタクリ
レート、ラウリルメタクリレート、メタクリル酸とカージュラＥ－１０（シェル化学社製
、高級脂肪酸のグリシジルエステルの商品名）の反応物などの１官能性のメタクリル酸エ
ステル、エチレングリコールジメタクリレート、ジエチレングリコールジメタクリレート
、１，６－ヘキサンジオールジメタクリレートなどの２官能性のメタクリル酸エステル、
トリメチロールプロパントリメタクリレートなどの３官能性のメタクリル酸エステル、メ
チルアクリレート、エチルアクリレート、ラウリルアクリレート、２－ヒドロオキシエチ
ルアクリレート、２－ヒドロオキシプロピルアクリレート、アクリル酸とカージュラＥ－
１０の反応物などの１官能性のアクリル酸エステル、エチレングリコールジアクリレート
、ジエチレングリコールジアクリレート、１，６－ヘキサンジオールジアクリレートなど
の２官能のアクリル酸エステル、トリメチロールプロパントリアクリレート、ペンタエリ
スリトールトリアクリレートなどの３官能性のアクリル酸エステル、ペンタエリスリトー
ルテトラアクリレートなどの４官能性のアクリル酸エステル、ペンタエリスリトールヘキ
サアクリレートなどの６官能性のアクリル酸エステルなどが用いられ、これらの２種以上
を組み合わせて使用できる。
【００１４】
　これら（Ｂ）重合性不飽和基を有する単量体の配合割合は、硬化速度と塗料の粘度、お
よび塗膜の可とう性の点から前記の（Ａ）成分５０質量部に対して、１～５０質量部の範
囲が好ましく、２０～５０質量部の範囲がより好ましい。
【００１５】
　また、（Ｂ）重合性不飽和基を有する単量体の中で、重合性二重結合を３個以上有する
単量体（Ｂ－１）と重合性二重結合が２個以下である単量体（Ｂ－２）を併用することが
好ましい。その配合割合は、（Ｂ－１）成分／（ｂ－２）成分が重量比で１０／９０～７
５／２５の範囲であることが好ましい。この比が小さすぎると硬化物の強度が小さくなる
傾向があり、この比が大きすぎると硬化物がもろくなる傾向がある。
【００１６】
　（Ｃ）成分である光重合開始剤は、増感剤と呼ばれるものも包含される。かかる光重合
開始剤の具体例としては、アクリジン又は分子内に少なくとも１つのアクリジニル基を有
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するアクリジン系化合物、ベンゾフェノン、Ｎ，Ｎ’－テトラメチル－４，４’－ジアミ
ノベンゾフェノン（ミヒラーケトン）等のＮ，Ｎ’－テトラアルキル－４，４’－ジアミ
ノベンゾフェノン、２－ベンジル－２－ジメチルアミノ－１－（４－モルホリノフェニル
）－ブタノン－１、２－メチル－１－［４－（メチルチオ）フェニル］－２－モルフォリ
ノ－プロパノン－１等の芳香族ケトン、アルキルアントラキノン等のキノン類、ベンゾイ
ンアルキルエーテル等のベンゾインエーテル化合物、ベンゾイン、アルキルベンゾイン等
のベンゾイン化合物、ベンジルジメチルケタール等のベンジル誘導体、２－（ｏ－クロロ
フェニル）－４，５－ジフェニルイミダゾール二量体、２－（ｏ－クロロフェニル）－４
，５－ジ（メトキシフェニル）イミダゾール二量体、２－（ｏ－フルオロフェニル）－４
，５－ジフェニルイミダゾール二量体、２－（ｏ－メトキシフェニル）－４，５－ジフェ
ニルイミダゾール二量体、２－（ｐ－メトキシフェニル）－４，５－ジフェニルイミダゾ
ール二量体等の２，４，５－トリアリールイミダゾール二量体、Ｎ－フェニルグリシン、
Ｎ－フェニルグリシン誘導体、クマリン系化合物、オニウム塩などが挙げられる。これら
は１種類を単独で又は２種類以上を組み合わせて使用できる。これら（Ｃ）光重合開始剤
の配合割合は、硬化速度と造膜性、および塗膜の可とう性の点から前記の（Ａ）成分と（
Ｂ）成分の総量１００質量部に対して０．１～１５質量部が好ましく、０．１～１０質量
部の範囲がより好ましい。この配合割合が０．１質量部未満であると、光硬化が不十分と
なる傾向にあり、１５質量部を超えると、得られる硬化物の特性（深部硬化性、可とう性
及び密着性等）が全般的に低下する傾向にある。
【００１７】
　本発明に係る光硬化性樹脂組成物には、好ましくは、（Ｄ）成分としてチオール化合物
が配合される。これを配合することにより、特に、光硬化性樹脂組成物の硬化に際し、硬
化物の表面硬化性が優れる。（Ｄ）成分〔チオール化合物〕の具体例としては、チオール
基を２個以上有する化合物であれば種々の化合物が使用できる。具体的には、単純なチオ
ールの他に、チオグリコール酸誘導体及びメルカプトプロピオン酸誘導体等が挙げられる
。単純なチオールとしては、ｏ－，ｍ－又はｐ－キシレンジチオール等が挙げられる。チ
オグリコール酸誘導体としては、エチレングリコールビスチオグリコレート、ブタンジオ
ールビスチオグリコレート、ヘキサンジオールビスチオグリコレート等が挙げられる。メ
ルカプトプロピオン酸誘導体としては、エチレングリコールビスチオプロピオネート、ブ
タンジオールビスチオプロピオネート、トリメチロールプロパントリスチオプロピオネー
ト、ペンタエリスリトールテトラキスチオプロピオネート及びトリヒドロキシエチルトリ
イソシアヌール酸トリスチオプロピオネート等が挙げられる。
　（Ｄ）成分としては、チオール基を２個以上有する化合物が、硬化性に優れるため好ま
しい。
【００１８】
　（Ｄ）成分の配合量は、上記（Ａ）成分と（Ｂ）成分の総計１００質量部に対して５～
２０質量部とすることが好ましく、5～１５質量部とすることが特に好ましい。（Ｄ）成
分が少なすぎると表面硬化性の改善効果が小さくなり、多すぎると硬化物がもろくなる傾
向がある。
【００１９】
本発明に係る光硬化性樹脂組成物に遮光性を付与するために、（Ｅ）成分として遮光性を
有するフィラーを配合することが好ましい。このフィラーの具体例としては、シリコーン
レジンパウダー、シリコーンゴムパウダー、シリコーンゴムパウダーの表面をシリコーン
レジンで被覆した複合パウダー、アルミナ、ジルコニア、セラミック微粉、タルク、マイ
カ、窒化ホウ素、カオリン、又は硫酸バリウム等を使用することができる。
【００２０】
　遮光性の観点から、本発明に使用される（Ｅ）成分としては平均粒子径が１０μｍ以下
のものが好ましく、さらに平均粒子径が５μｍ以下のものがより好ましい。平均粒子径が
１０μｍを超えると、遮光性が劣るようになる。なお、本明細書で記載する「平均粒子径
」は、光散乱法による測定によって得られる値とする
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　（Ｅ）成分の配合割合は（Ａ）成分と（Ｂ）成分の総量１００質量部に対して１～５０
質量部、好ましくは１～２０質量部配合することが好ましい。該配合割合が１質量部未満
では遮光の効果が小さくなる傾向があり、５０質量部を越えても取り立てて遮光性に更な
る効果が見られず、また粘度が上昇し取り扱いが難しくなる傾向がある。
【００２１】
　硬化したこと又は硬化のための光が照射されたことを確認するために用いられる（Ｆ）
成分であるロイコ化合物としては、例えばトリス（４－ジメチルアミノフェニル）メタン
［ロイコクリスタルバイオレット］、トリス（４－ジエチルアミノ－２－メチルフェニル
）メタン、ロイコマラカイトグリーン、ロイコアニリン、ロイコメチルバイオレット等が
挙げられる。かかる（Ｆ）ロイコ化合物の配合割合は（Ａ）成分と（Ｂ）成分の総量１０
０質量部に対して０．１～３．０質量部、好ましくは０．１～２．０質量部配合すること
が好ましい。該配合割合が０．１質量部未満では光硬化後の着色が薄くなり遮光の効果が
小さく、３．０質量部を越えても取り立てて効果が見られない。
【００２２】
　本発明の光硬化性遮光塗料又は光漏洩防止剤は、前記の（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）、（Ｄ
）及び（Ｅ）の各成分を配合することによって得られ、好ましくはさらに（Ｆ）成分が配
合される。
【００２３】
　また、本発明に係る光硬化性樹脂組成物、光硬化性遮光塗料又は光漏洩防止剤には、必
要に応じてカップリング剤、重合禁止剤、および着色剤などを添加することができる。
【００２４】
　カップリング剤としては、チタネート系カップリング剤およびシラン系カップリング剤
があり、チタネート系カップリング剤は、少なくとも炭素数１～６０のアルキレート基を
有するチタネート系カップリング剤、アルキルホスファイト基を有するチタネート系カッ
プリング剤、アルキルホスフェート基を有するチタネート系カップリング剤もしくはアル
キルパイロホスフェート基を有するチタネート系カップリング剤等が挙げられる。具体的
にはイソプロピルトリイソステアロイルチタネート、イソプロピルトリオクタノイルチタ
ネート、イソプロピルジメタクリルイソステアロイルチタネート、イソプロピルイソステ
アロイルジアクリルチタネート、イソプロピルトリス（ジオクチルパイロホスフェート）
チタネート、テトラオクチルビス（ジトリデシルホスファイト）チタネート、テトラ（２
，２－ジアリルオキシメチル－１－ブチル）ビス（ジトリデシル）ホスファイトチタネー
ト、ビス（ジオクチルパイロホスフェート）オキシアセテートチタネート、ビス（ジオク
チルパイロホスフェート）エチレンチタネートなどが挙げられる。
【００２５】
　またシラン系カップリング剤は、アミノ系シランカップリング剤、ウレイド系シランカ
ップリング剤、ビニル系シランカップリング剤、メタクリル系シランカップリング剤、エ
ポキシ系シランカップリング剤、メルカプト系シランカップリング剤及びイソシアネート
系シランカップリング剤等が挙げられる。具体的には、γ－アミノプロピルトリエトキシ
シラン、γ－アミノプロピルトリメトキシシラン、Ｎ－β－（アミノエチル）－γ－アミ
ノプロピルトリメトキシシラン、γ－フェニルアミノプロピルトリメトキシシラン、ウレ
イドプロピルトリエトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、ビニルトリメトキシシラ
ン、ビニルトリス（β－メトキシエトキシ）シラン、γ－メタクリロキシプロピルトリメ
トキシシラン、γ－メタクリロキシプロピルメチルジメトキシシラン、β－（３，４－エ
ポキシシクロヘキシル）エチルトリメトキシシラン、γ－グリシドキシプロピルトリメト
キシシラン、γ－メルカプトプロピルトリメトキシシラン、γ－イソシアネートプロピル
トリメトキシシランなどが挙げられ、これらは単独でまたは２種以上を組み合わせて使用
できる。
【００２６】
　重合禁止剤としては、ハイドロキノン、ハイドロキノンモノメチルエーテル、ベンゾキ
ノン、ｐ－ｔｅｒｔ－ブチルカテコール、２，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－メチルフ
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ェノール、ピロガロール等のキノン類、その他一般に使用されているものが用いられる。
【００２７】
　消泡剤としては例えば、シリコーン系オイル、フッ素系オイル、ポリカルボン酸系ポリ
マーなど一般に使用されているものが挙げられる。
【００２８】
　着色剤として、黒色染料〔例えば、ＯＰＬＡＳ　Ｂｌａｃｋ　８３３（オリエント化学
工業株式会社製）〕を配合すると、光硬化性樹脂組成物に光を照射しても硬化が不十分に
なる可能性があるので、注意を要する。
【００２９】
　本発明に係る光硬化性樹脂組成物、光硬化性遮光塗料又は光漏洩防止剤は、液晶表示パ
ネル側面部にディスペンサー装置等で塗布され、それぞれの目的に応じて利用される。こ
の際、樹脂組成物の硬化のためには、高圧水銀灯、メタルハライドランプ等を光源とした
ランプ方式およびＬＥＤ方式のＵＶ照射装置を用い、必要量の紫外線を照射し硬化させる
ことができる。
【００３０】
　本発明に係る光硬化性樹脂組成物、光硬化性遮光塗料又は光漏洩防止剤は、ＬＥＤ光源
により光照射することが好ましく適しており、特に、主に３６５ｎｍの波長の光を照射す
ることが好ましく適している。主に３６５ｎｍの波長の光とは、３６５ｎｍの単波長の光
だけでなく、３６５ｎｍを中心とする光であり、例えば、３５０ｎｍ～３８０ｎｍの波長
の光が、全体の光量の９０％以上を占める光である。
【００３１】
　照射する光量は、配合（特に、光重合開始剤の種類及び量、充填材や染料の有無、使用
する場合の充填材や染料の種類及び量など）を考慮して、十分に硬化する程度で決定され
るが、例えば、光硬化性樹脂組成物、光硬化性遮光塗料又は光漏洩防止剤の厚さ３００μ
ｍ当たり、５０～３０００ｍＪ／ｃｍ２の範囲から適宜決定され、充填材や染料を含む場
合は、光量を多い目にすることが好ましく、例えば、３００ｍＪ／ｃｍ２以上とされ、ま
た、エネルギーコストや適度な硬化度を考慮すると１５００ｍＪ／ｃｍ２以下とされるこ
とが好ましい。
【００３２】
　以下、本発明を実施例により詳細に説明する。以下に示す実施例は、本発明を好適に説
明する例示であって、なんら本発明を限定するものではない。
【実施例１】
【００３３】
　（Ａ－１）成分としてＴＡ３７－２４８Ａ（日立化成ポリマー株式会社製、ウレタンア
クリレート樹脂、数平均分子量約１，８００）３５質量部、（Ａ－２）成分としてＵＮ－
３３２０ＨＡ（根上工業株式会社製、ウレタンアクリレート樹脂、数平均分子量約１，０
００）２５質量部（Ｂ－１）成分としてジペンタエリスリトールヘキサアクリレート１０
質量部、（Ｂ－２）成分としてイソボルニルアクリレート３０質量部、（Ｃ－１）成分と
して１－ヒドロキシーシクロヘキシルーフェニル－ケトン４質量部、（Ｃ－２）成分とし
てビス（２，４，６－トリメチルベンゾイル）－フェニルフォスフィンオキサイド１．０
質量部、（Ｄ）成分としてペンタエリスリトールテトラキス（３－メルカプトブチレート
）１０質量部、（Ｅ）成分としＫＭＰ－６０５（信越化学工業株式会社製、シリコーン複
合パウダー、平均粒子径２μｍ）８質量部、さらに（Ｆ）成分としてロイコクリスタルバ
イオレット１．０質量部、を混合し、６０℃で加熱攪拌して光硬化性樹脂組成物（遮光塗
料もしくは光漏洩防止材）を得た。
【実施例２】
【００３４】
　実施例１のＴＡ３７－２４８Ａ　３５質量部をＴＥ－２０００（日本曹達株式会社製、
アクリル変性ポリブタジエン樹脂、数平均分子量：約１，０００）３５質量部に変えたこ
と以外は実施例１と同様にした。
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【実施例３】
【００３５】
　実施例１のペンタエリスリトールテトラキス（３－メルカプトブチレート）１０質量部
を１，３，５－トリス（３－メルカブトブチルオキシエチル）－１，３，５－トリアジン
－２，４，６（１Ｈ，３Ｈ，５Ｈ）－トリオン１０質量部に変えたこと以外は実施例１と
同様にした。
【実施例４】
【００３６】
　実施例１のＫＭＰ－６０５　２０質量部をＫＭＰ－６００（信越化学工業株式会社製、
シリコーン複合パウダー、平均粒子径５μｍ）８質量部に変えたこと以外は実施例１と同
様にした。
【実施例５】
【００３７】
　実施例１のロイコクリスタルバイオレット１．０質量部を３－ジブチルアミノ－６－メ
チル－７－アニリノフルオラン１．０質量部変えたこと以外は実施例１と同様にした。
【実施例６】
【００３８】
　実施例１のロイコクリスタルバイオレット１．０質量部を加えないこと以外は実施例１
と同様にした。
【実施例７】
【００３９】
　実施例１のペンタエリスリトール　テトラキス（３－メルカプトブチレート）１０質量
部を加えないこと以外は実施例１と同様にした。
【実施例８】
【００４０】
　実施例１のＫＭＰ－６０５　8質量部を加えないこと以外は実施例１と同様にした。
【実施例９】
【００４１】
　実施例１のＫＭＰ－６０５　８質量部、ロイコクリスタルバイオレット１．０質量部、
ペンタエリスリトール　テトラキス（３－メルカプトブチレート）１０質量部、を加えな
いこと以外は実施例１と同様にした。
【実施例１０】
【００４２】
　実施例１のロイコクリスタルバイオレット１．０質量部、ペンタエリスリトールテトラ
キス（３－メルカプトブチレート）１０質量部、を加えないこと以外は実施例１と同様に
した。
【実施例１１】
【００４３】
　実施例１のＫＭＰ－６０５　８質量部をトスパール１１１０（モメンティブ・パフォー
マンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社製、シリコーンパウダー、平均粒子径１１μｍ
）　８質量部に変えたこと以外は実施例１と同様にした。
【００４４】
　以上で得た光硬化性樹脂組成物について、深部硬化性、表面硬化性、色変化、および透
過率について下記のようにして評価した。結果を、配合とともに表１に示す。
【００４５】
　〔深部硬化性〕
　実施例１～１１で得られた光硬化性樹脂組成物を深さが５ｍｍの鋳型へ流し込み、これ
に紫外線照射装置（日本電池株式会社製、ＵＶ－０３０８）でバンドパスフィルターを使
用し３６５ｎｍ付近以外の光を取り除いて波長３６５ｎｍをピークとした光を、照射出力
１００ｍＷ／ｃｍ２で総照射量が５００ｍＪ／ｃｍ２になるように照射して、硬化物の厚



(9) JP 6357734 B2 2018.7.18

10

20

30

40

50

みをマイクロメータ（（株）ミツトヨ製、ＭＤＣ－ＭＪ）で測定した。
【００４６】
　〔表面硬化性〕
　実施例１～１１で得られた光硬化性樹脂組成物をガラス板に３００μｍ厚みになるよう
に塗布し、得られた塗膜に紫外線照射装置（日本電池株式会社製、ＵＶ－０３０８）でバ
ンドパスフィルターを使用し３６５ｎｍ付近以外の光を取り除いて波長３６５ｎｍをピー
クとした光を、照射出力１００ｍＷ／ｃｍ２で総照射量が５００ｍＪ／ｃｍ２になるよう
に照射して試験片を作製し、塗膜表面のべたつきについて指触評価した。べたつきがない
ものを「○」」、べとつきがあり塗料が指につくものを「×」として評価した。
【００４７】
　〔透過率〕
　表面硬化性の評価と同様に、実施例１～１１で得られた光硬化性樹脂組成物をガラス板
に３００μｍ厚みになるように塗布し、得られた塗膜に紫外線照射装置（日本電池株式会
社製、ＵＶ－０３０８）でバンドパスフィルターを使用し３６５ｎｍ付近以外の光を取り
除いて波長３６５ｎｍをピークとした光を、照射出力１００ｍＷ／ｃｍ２で総照射量が５
００ｍＪ／ｃｍ２になるように照射して試験片を作製し、分光光度計（（株）日立ハイテ
クノロジーズ製、商品名「Ｕ―３３１０」）を用いて、４００～７００ｎｍにおける平均
光透過率を測定した。
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